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財政援助団体監査結果報告 

 

１ 監査の実施日 

平成２６年１１ 月２８日（金） 

 

２ 監査の対象 

(１)  団体名  

   敦賀美方農業協同組合 

 

(２)  補助金概要 

① 平成２５年度共同育苗施設改修事業費補助金 

補助金交付額  ７７，２８４，０００円 

② 平成２５年度水稲・麦病害虫空中防除推進事業費補助金 

補助金交付額   ３，３９６，０００円 

③ 平成２５年度農業経営安定対策事業（直播播種機レンタル助成事業）

費補助金       補助金交付額     ４７３，１１３円 

④ 平成２５年度農業経営安定対策事業（農業用使用済資材等適正処理

推進事業）費補助金  補助金交付額     １１６，０００円 

⑤ 平成２５年度農業経営安定対策事業（園芸作物等推進事業）費補助金 

補助金交付額     ６５７，０１２円 

⑥ 平成２５年度農業経営安定対策事業（水田農業推進対策農家指導事業）

費補助金       補助金交付額   １，９９８，９００円 

⑦ 平成２５年度農業経営安定対策事業（米生産調整取組奨励事業）費補助金 

補助金交付額     ７８５，０００円 

⑧ 平成２５年度産地育成条件整備事業費補助金 

補助金交付額     ８０９，０００円 

          （内訳） 敦賀美方農業協同組合 １５７，０００円 

               敦賀花き生産組合   ７５，０００円 

               敦賀美方農協敦賀梅部会 ５７７，０００円 

 



 

３ 監査の方法 

  あらかじめ敦賀美方農業協同組合営農課（以下「営農課」という。）及び農林水産

振興課（以下「主管課」という。）から、補助金の交付に関する一連の調書、予算決

算書、その他関係諸帳簿の提出を求め審査すると共に、営農課、福井県経済農業協

同組合連合会施設住宅課及び主管課職員の説明を聴取して、補助事業が目的達成の

ため適正に執行されているか確認を行った。 

 

４ 監査の結果 

 平成２５年度に交付した各補助金に係る出納その他の事務の執行については、お

おむね適正に執行されているものと認められる。 

  ただし、次の事項については、適正な措置等をとられ、主管課においては、今後

も補助事業に対し安定した運営が出来るよう指導をお願いする。 

（１） 補助金の交付について 

 産地育成条件整備事業については、毎年同じ額を補助するのでなく、どういった

効果を出すかという事業に基づいて補助する額の検討をしていただきたい。 

（２）既存機械の管理について 

 産地育成条件整備事業において各農家などに貸し与えている既存機械においては、

当初の形態どおりに管理しているか常に把握をしていただきたい。 


